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平
成
19
年
度
か
ら
の

年
金
法
改
正
の
お
知
ら
せ
！

●
離
婚
時
の
老
齢
厚
生
年
金
分
割

�
離
婚
時
に
夫
婦
の
同
意
が
あ
る
場
合

ま
た
は
裁
判
所
に
よ
る
決
定
が
あ
れ
ば
、

婚
姻
期
間
に
応
じ
た
老
齢
厚
生
年
金
を

分
割
（
二
分
の
一
を
限
度
）
で
き
る
し

く
み
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

※
た
だ
し
、
平
成
19
年
4
月
以
降
の
離

婚
が
対
象
で
す
。

�●
遺
族
厚
生
年
金
の
改
正

�
妻
が
自
分
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け

ら
れ
る
場
合
、
老
齢
厚
生
年
金
を
全
額

受
給
し
、
そ
の
う
え
で
従
来
の
遺
族
給

付
と
の
差
額
を
遺
族
厚
生
年
金
と
し
て

受
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

�の
い
ず
れ
か
を
本
人
が
選
択
す
る
こ
と

に
な
り
、
①
又
は
③
を
選
択
す
る
と
、

自
分
が
納
め
た
保
険
料
が
反
映
さ
れ
た

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
改
正
に
よ
り
自
分
が
納
め
た

保
険
料
が
反
映
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金

を
全
額
受
給
し
た
上
で
遺
族
厚
生
年
金

（
本
来
の
給
付
と
の
差
額
）
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
※
受
給
す
る

年
金
の
し
く
み
が
変
わ
る
だ
け
で
年
金

額
自
体
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
又
、
平
成

19
年
４
月
１
日
以
前
に
遺
族
厚
生
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
し
、
か
つ
、
す
で

に
65
歳
以
上
の
方
（
昭
和
17
年
４
月
１

日
以
前
生
ま
れ
の
方
）
は
、
こ
の
新
し

い
仕
組
み
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

�●
30
歳
未
満
の
妻
へ
の
遺
族
厚
生
年
金

�
子
の
い
な
い
30
歳
未
満
の
妻
へ
の
遺

族
厚
生
年
金
の
支
給
が
、
５
年
間
の
有

期
給
付
と
な
り
ま
す
。
※
た
だ
し
、
子

の
い
る
妻
ま
た
は
30
歳
以
上
の
（
子
の

い
な
い
）
妻
は
現
行
と
同
じ
。

��
　
　

●
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ

�
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
支
給
制
度

が
導
入
さ
れ
ま
す
。
↓
今
す
ぐ
年
金
を

受
け
る
必
要
の
な
い
方
は
、
老
齢
厚
生

年
金
を
66
歳
以
降
に
増
額
し
て
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
（
65
歳
か
ら

老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
方
が
、
65
歳
か
ら
は
受
け
取
ら
ず
に
、

66
歳
以
降
に
支
給
の
繰
下
げ
申
出
を
し

た
場
合
は
、
そ
の
と
き
か
ら
増
額
さ
れ

た
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。）

�●
70
歳
以
上
の
在
職
老
齢
厚
生
年
金

�
70
歳
以
上
の
人
に
65
〜
69
歳
の
人
と

同
様
の
在
職
老
齢
年
金
制
度
が
適
用
さ

れ
ま
す
。
（
保
険
料
は
徴
収
さ
れ
ま
せ

ん
）

�
70
歳
以
上
の
方
も
、
厚
生
年
金
の
適

用
事
業
所
に
お
勤
め
の
場
合
、
老
齢
厚

生
年
金
と
賃
金
の
合
計
額
が
48
万
円
を

上
回
る
と
き
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
全

額
ま
た
は
一
部
の
額
が
支
給
停
止
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
昭
和
12
年
４
月
１

日
以
前
生
ま
れ
の
方
は
、
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

�

現
行
は
夫
が
亡
く
な
っ
た
場
合

①
遺
族
厚
生
年
金
を
受
給

②
自
分
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給
し
、
 
 
 
 
 

　
遺
族
厚
生
年
金
は
受
給
し
な
い
。

③
遺
族
厚
生
年
金
の
３
分
の
２
と
自

分
の
老
齢
厚
生
年
金
の
２
分
の
１

の
合
計
を
受
給

☆
女
性
と
年
金
☆

☆
働
く
高
齢
者
と
年
金
☆

お
問
合
せ

コ
ザ
社
会
保
険
事
務
所

年
金
給
付
課
☎
９
３
３
―
３
４
３
９

う
る
ま
市
年
金
課
☎
９
７
３
―
５
４
９
８

年金だより年金だより


